
 

第３４号 
平成 28 年 

あなたらしい生き方を探そう! 

ＮＰＯ法人 関東シニアライフアドバイザー協会 

特集「電話相談から見えたシニアの悩み」 
・年代別に見た悩みの実態 

・個人活動・グループ活動紹介 

ビバシニア講座 「アドラー心理学を紐解く」 

         「リレーエッセー｣ 戦争体験を語り継ぐ 

耳寄り情報 「便利で楽しい文房具を使ってみませんか！」 

 



 
 
 
 
◆ ラジオの効果 
 平成 2 8 年 9 月 2 4 日(土)、2 5 日（日）の
2 日間行われた「全国一斉特設電話相談シニア
の悩み 1 1 0 番」は佐藤理事長がＮＨＫラジオ
「マイあさラジオ」に出演して内容を紹介した
効果で、2 日間で 1 3 0 件の電話がありました。 
 これまではＮＨＫテレビのお昼のニュースや
新聞各社の記事での広報活動でしたが、2 ～3
年前から「ラジオ深夜便」などを聞いている高
齢者が多いと分かりました。今回は読売新聞、
時事通信などでもお知らせ記事を掲載していた
だきましたが、ほとんどの電話が繰り返し相談
先の番号を伝えてくれた「ラジオで知った」と
いう結果となりました。 
◆ 高齢者の情報入手法は？ 
 今回多かった一人世帯の高齢者の情報入手手
段は、新聞やネットではなくラジオやテレビで 
情報を取っていることがよく分かりました。 
 若い人ならインターネットで調べればわかる
ようなことも今回の電話相談には数多く寄せら
れました。困りごとや悩みを相談する相手がい
ない一人暮らしの 7 0 歳代の高齢者が最も多く
約 5 0 ％でした。次に多いのが 8 0 歳代の 3 0 ％
で 6 0 歳代は 1 9 ％でした。 
◆ 悩みの内容を分析 
 １３０件の相談内容をテーマ、年齢、男女、
暮らしの形態別などに分けて集計し分析してい
ますが、年齢別は上記の結果で、男女別では男
性 2 8 件（2 2 ％）、女性 1 0 2 件（7 8 ％）で、
暮らしの形態は一人世帯が 6 8 件（男性 1 1 、
女性 5 7 ）、夫婦世帯 3 2 件（男性 1 1 女性 2 1 ）、
家族世帯３０件（男性６、女性３４）でした。 
 相談順位の 1 位は家族・親族が 3 1 件（2 4 ％）、
2 位は遺言・相続が 2 8 件（2 1 ％）、3 位は健
康・医療が 1 9 件（1 5 ％）、4 位は住居 1 5 件、
5 位は経済 1 0 件という結果でした。その他終
末期、年金・保険、介護・福祉と続き、生き方、
成年後見、仕事などは少数でした 

 
◆ 今までになかった身元保証人の相談 
 春と秋の年 2 回の全国一斉電話相談は、毎年
同じような結果が出ることが多いのですが、今
年は一人暮らしの方から身元保証人がいないと
いう相談が多く寄せられました。 

1 月に発覚した公益財団法人「日本ライフ協
会」の経営破綻が、多くの高齢者の不安材料に
なっていました。この問題は現状では国の監督
官庁や規制が甘いことから起きたことで、内閣
府消費者委員会や公益社団法人「成年後見セン
ター・リーガルサポート」などで問題を調査し
たり、民間団体のあり方の問題点や規制の仕方
を議論しているところです。 
◆ 権利擁護センター・あだちの取り組み 
 民間がほとんどの保証人サービス業務の中で、
自治体では珍しく身元保証に準じたサービスを
提供している足立区社会福祉協議会の「権利擁
護センター・あだち」を 1 1 月中旬に取材させ
てもらいました。詳細は 6 ページに掲載してい
いますが、最近この問題で全国の自治体、マス
コミ各社からの取材依頼が殺到しているという
ことでした。 
 地方では家族関係が生きていて保証人問題な
ど少ないと思いましたが、実は子供たちはみん
な都会に行ってしまい、老親だけが残されてい
る地方の方がもっと深刻になっているとのこと
で、成年後見制度を使いたくても地方では弁護
士や司法書士が少なくて困っているとも聞きま
した。 
◆ 早急な国の施策を切望します 
 超高齢社会になって今までとは違う高齢期の
悩みが出てきました。元気で安心して長生きで
きる社会をつくるために、一般市民として声を
上げることが必要になってきました。 

電話相談から見る現実を踏まえて、私たちが
安心して年齢を重ねることができるように、今
後は協会としてもマスコミや地域社会にいろい
ろと提言していきたいと思っています。(Ｙ) 
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全国一斉特設電話相談・シニアの悩み 1 1 0 番の分析・考察  
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平成２８年度秋の全国一斉電話相談は、広報活動が功を奏して、２日間で１３０
件の相談が寄せられました。今までは電話相談の年代は６０代の方が多かったので
すが、今回は１位が７０代、２位が８０代、３位が６０代でした。年代別に見ても、 
さまざまな悩みを抱えた高齢者の実態がわかります。 

（F ：女性 M：男性） 

順位 年代  相談内容 相談事例 

１位 
７０代 

（6 1 件） 

１位：家族・親族 
       （1 8 件） 
２位：遺言・相続 
       （1 6 件） 
３位：健康・医療 
        （５件） 
３位：終末期（５件） 

・夫を亡くして一人暮らしでパートに出ている。結婚して
いる娘の孫の学資の援助をしているが、そんな娘との今
後の付き合い方はどうしたらよいか。（7 5 Ｆ） 

 
・現在一人で住んでいるマンションは息子名義になってい

るが、息子が自分より先に亡くなったら、このマンショ
ンに住み続けることができるのか心配している。（7 6 Ｆ） 

 

２位 
８０代 

（3 2 件） 

１位：健康・医療 
       （1 0 件） 
２位：家族・親族 
        （５件） 
３位：遺言・相続 
        （４件） 
３位：住居 （４件） 

・目の病気で全盲になると言われている。見えなくなる前
に終の住処を決めたいが、どうしたらよいか。 （8 1 Ｆ） 

 
・4 2 歳の息子が妻を亡くして引きこもりになっているの

で、生きる力をつけてあげたい。（8 2 Ｆ） 
 
・夫の死後体調を崩して相続の手続きができない。（8 5 Ｆ） 
 
・一人暮らしで自分の死後家や家財の処理はどうなるのか。

（8 2 Ｆ） 

３位 
６０代 

（2 5 件） 

１位：遺言・相続 
        （６件） 
２位：家族・親族 
        （４件） 
２位：住居 （４件） 
３位：健康・医療 
        （３件） 
３位：年金 （３件） 

・司法書士から送られてきた遺産分割協議書の内容に、実
数が記入されていないどうしたらよいか。（6 7 Ｍ） 

 
・幼い時から姉にいじめられていた。亡くなった夫には女

がいて辛いことばかり。（6 ５Ｆ） 
 
・住んでいる家の屋根が壊れてビニールを掛けているが修

理費が無い。（6 ４Ｆ） 
 
・特養にいる 9 3 歳の母が病弱で病院にいるが退院後の対

応が心配（6 ８Ｆ） 
 
・3 5 歳の障害を持った子供のためにどのような保険を選ぶ

とよいか（6 ７Ｍ） 

＜男女別＞ 
男性：２８件 
女性：1 0 2 件 

・夫は末期がんで自宅療養、外にいる息子が毎日食事に来るが自
分も糖尿病で家事がつらくなってきたので息子に来ないよう
に断りたい（8 0 Ｆ） 

＜特記事項＞ 
９０代の女性からの相談（３件） 

遺言・親子関係・生きがいについての相談がありました。話し方

もしっかりしていて、まだまだお元気のようです。 

                                          （Ｓ） 

特集 電話相談から見えたシニアの悩み 
～～年代別にみた悩みの実態～～ 
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◆ 遺産相続 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 家族の問題 

 
 
 
 
 

 

◆ 健康・医療 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 住居 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 経済 
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    電話相談の悩み具体例      

 

★視覚障害で車いす生活、要介護 1 です。 
年金暮らしですが今後、施設に入るにはどう
したらよいか教えてほしい。 
             （6 6 歳女性） 
★7 年前に離婚して息子と暮らしているが
現在、要介護 2 で体調も良くない。息子と
は仲が良くないので今後のことが心配。 
             （7 0 代女性） 

★1 0 0 歳を超えた母と暮らしているが、母
の遺産相続人に行方不明の兄がいるので、
どのように探したらよいのか知りたい。 
             （6 0 代女性） 
★3 0 年前に父の遺産を兄弟で遺産分割し
て相続した。最近になって父の遺言者が出
てきたが、今さら遺言通りにはならないと
思うが何か良い方法はあるのか？ 
             （8 0 代女性） 
★9 0 歳で一人暮らし。姪が同居を申し出て
くれたので養子縁組をして全財産を相続さ
せたい。どのような手続きが必要か。 
             （9 0 代男性） 

★小学校 2 年生の孫と話がしたいのに会わ
せてもらえない。息子は嫁の親の敷地に、家
を建ててもらっているので、嫁に頭が上がら
ないようだ。何かよい方法はあるか。 
             （6 0 代女性） 
★夫が亡くなり 5 1 歳の娘と 4 7 歳の息子と
暮らしているが、娘と息子の仲が悪くて息子
が娘に暴力をふるうようになり、警察沙汰に
もなっているのが辛い。 

   （7 0 代女性） 
★息子が離婚して子供を連れて戻ってきて 
同居しているが、私の収入を頼りにして、パ
ートで働くだけで、だらしなく暮らしている
ので困っている。どうしたらよいか。 
             （7 0 代男性） 
★5 1 歳の息子が事業に失敗し、自己破産を
して嫁とは別居して戻ってきたが、働く気も
ないので、今は収入もなく健康保険もない。
今後、病気になったら私と共倒れになってし
まいそうで心配。 
             （7 0 代男性） 

★一人暮らしなので現在住んでいる一軒家
を売って、老人ホームに入居した方が良い
のか迷っている。いつ決断するのが良いか
教えてほしい。 
             （7 0 代女性） 
★隣に 4 階建ビルを建てられてしまい、不
満があるので役所に相談に行っても相手に
されなかった。他にどのような方法がある
か知りたい。 
             （7 0 代女性） 

★遺言信託を契約したが最近解約したいと
申し出たのに、担当者が他の契約をしつこ
く進めて来るので困っている。どのように
断ったらよいか教えてほしい。 
             （7 0 代女性） 
★2 0 年前に義姉のマンションの連帯保証
人になっていたが、最近家賃滞納で請求が
来ているがどう解決したらよいか。 
             （6 0 代男性） 
★夫が経済を握っていて生活費を毎月 4 万
円しかくれない。持病があって働くことが
できない。楽しみや趣味もなく毎日が辛い。 
何を生きがいにしたらいいのか。 
           （6 0 代女性）（Y ） 
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一人世帯の高齢女性からの相談が多く、超高
齢社会の姿がそのまま相談事例に表れています。 
その悩みの多くは、「身元保証人がいない」こと
の相談でした。自治体に相談しても身元保証民
間業者を紹介され、問い合わせると高額の申込
金や毎月の費用、依頼事例ごとに費用がかかる
など、一人暮らしのシニアにとっては負担が大
きく、現実に民間業者の倒産などがマスコミを
騒がせていて、安心して依頼できないのが現状
です。元気な時はお一人様を謳歌していても、
高齢になり入院や転居する時、高齢施設に入居
する時には必ず身元保証人が必要になることを
しっかりと自覚すべきです。 

現在は、監視・監督する省庁もなく、超高齢
社会に対する国や行政の対策が遅れています。
この現状をしっかりとらえて、身元保証人対策
に早急に取り組んでもらわないと、大きな社会
問題になると思います。 

＜提言を必要と感じた相談事例＞ 
・親の介護が終わり今度は自分のことを考える

ようになったが、身寄りがいないことに唖然
としている。誰が私の身元保証人になってく
れるのだろうかとても不安です。 

・今は元気だが高齢になって病院に入院しなけ
ればならなくなった時、身元保証人がいない。 

・独身で子どももいない、いざという時誰が支
えてくれるのか心配だ。 

＜その他＞ 
相続に関する相談が多い中、相続税の改正を

知らない高齢者が、相続税の心配をしている事
例が多くありましたので、相続税についての広
報の必要性を感じました。 
・自宅と山林を持っているが、相続人がいない

のでどこに相談したらよいのか。 
・自分の財産を相続させるためには、どのよう

な税金がかかるか知りたい。（S ） 
 

関東 S L A 協会 

１３０件 

中部 S L A 協会 

５０件 

東中国 S L A 協会 

２４件 

中国 S L A 協会 

２８件 

九州 S L A 協会 

６６件 

合計 
２９８件 

特集 電話相談から見えたシニアの悩み 

社会提言 ～早急に身元保証人対策を～ 

平成２８年秋の全国一斉電話相談「シニアの悩み１１０番」集計結果 
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◆ 民間の事業社の経営破綻 
身寄りのない高齢者に身元保証や死後処理サ

ービスなどを提供する事業者が急増しています。 
そんな中、公益財団法人「日本ライフ協会」が
預託金を流用していることが発覚して経営破綻
しました。事業者に対する監督官庁や規制はな
く、国も実態をつかめていないのが現状です。 
 病院に入院する時や高齢者施設に入居する際
には 9 0 ％以上で身元保証人が求められます。 
事業者によって形態は異なるが、資料を取り寄
せた業者の費用を一覧表にまとめてみました。 

 

◆ 身元保証人に求められるものは？ 
①入院費・利用料金の支払い、②緊急の連絡先、
③医療行為の同意、④遺体・遺品の引き取り、
⑤債務の保証、⑥入院計画書・ケアプランの同
意、⑦身柄の引き取りなどがあります。身元保
証人がいない場合は入院・入所を認めないのは、
病院の 2 2 .6 ％、施設の 3 0 .7 ％に上ります。 
◆ 事業内容の透明度を求める 
 責任範囲があいまいな保証を業務とする法人
などに対して行政上の規制や監督をする制度を
早急に策定すべきという声があがっています。

◆ 業者によって大幅に違う費用設定       事業者に対して「入口、内容、運用」のす 
 一覧表を見ると、何を根拠にこの費用設定が  に透明度を求めていくことが大事ではないかと 
決まったかまるで分かりません。特に入会金に  思います。消費者委員会や「成年後見センター 
は大きな幅があります。身元保証金と死後処理  リーガルサポート」などが議論を重ねて、早急 
金を預託金として払う場合が多いのですが、個  に問題点や、規制のあり方についての意見書を 
別に契約することが可能な場合もあります。   まとめて、行政や国を動かしてもらいたいと心 

事業者によってはきちんと監査機関を設定し  から切望します。（Ｙ） 
ている場合もあり様々です。 

事業者名  入会金 預託金  会費 身元保証料 死後処理等 生活支援 

ＮＰＯ法人 

Ａ 社 
5 0 ,0 0 0 円 

7 0 0 ,0 0 0 円 
身元保証 
死後処理 

1 ,0 0 0 円 2 0 0 ,0 0 0 円 5 0 0 ,0 0 0 円 
1 5 ,0 0 0 円 
1 日 6 時間 

一般社団法人 
Ｂ 社 

セット価格 
３5 0 ,0 0 0 円 

シンプルプラン 
２５０,０００円 
身元保証契約 
死後事務委託 

1 0 ,0 0 0 円 

基本プラン 
5 5 0 ,0 0 0 円 
シンプル＋ 
任意後見 
死後処理 

安心プラン 
8 5 0 ,0 0 0 円 
基本プラン＋ 
尊厳死宣言公正
証書 

 

一般社団法人 
Ｃ 社 

1 5 0 ,0 0 0 円 
4 3 0 ,0 0 0 円 
死後処理等 

5 ,0 0 0 円 2 5 0 ,0 0 0 円 

100,000 円（死後） 
250,000 円( (葬儀)) 
８０,０００円  (納骨) 
（預託金） 

3 ,0 0 0 円/ 時 

一般社団法人 
Ｄ 社 

6 8 ,0 0 0 円 
6 9 0 ,0 0 0 円 
身元保証 
死後処理 

 3 9 0 ,0 0 0 円 3 0 0 ,0 0 0 円 5 ,0 0 0 円/ 時 

一般社団法人 
Ｅ 社 

4 3 0 ,0 0 0 円 
8 5 0 ,0 0 0 円 
身元保証 
死後処理・葬儀 

8 ,0 0 0 円 3 0 0 ,0 0 0 円 
5 5 0 ,0 0 0 円 
死後処理 
葬儀 

5 ,0 0 0 円/ 時 

公益財団 
(経営破綻) 

2 4 0 ,0 0 0 円 
9 2 0 ,0 0 0 円 
身元保証 
死後処理 

5 ,0 0 0 円 3 6 0 ,0 0 0 円 5 6 0 ,0 0 0 円 3 ,6 7 2 円/ 時 

権利擁護セン
ター・あだち なし 

5 2 0 ,0 0 0 円 
医療費 1 1 × ３ 
葬儀代 1 9 万 

2 0 0 円 
年 2 4 0 0 円 

なし 1 ,0 0 0 円 1 ,0 0 0 円/ 時 

  全国には１００社ほどあるといわれています。 
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身元保証人の問題を考える 
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◆ 「高齢者あんしん生活事業」創設の経緯 
 足立区社会福祉協議会「権利擁護センター・あ
だち」は平成 1 2 年に設置されました。センタ
ーの相談の中には判断能力が低下した高齢者が
金銭トラブルに巻き込まれたり、詐取されたり
したときの対応を求めるものが多くありました。 
 日常生活自立支援事業や成年後見制度はその
ようなリスクを予防するには効果がある制度で
すが、すでに起きた後ではその被害を回復する
ことや取り戻すことには力が及ばない場合が多
くあります。また予防として権利擁護事業や成
年後見制度を活用した場合でも、身元保証、死
後の遺体引き取りや葬儀執行、遺留品の処理、
家財や自宅の処理などには対応できないのです。 
◆ 平成 1 7 年 4 月から足立区独自事業の開始 
 身元保証人は、これまでは家族や親族が担っ
ていましたが、身寄りのない一人暮らしの高齢
者が増加している現在、身元保証人の支援も自
治体などで提供されることが必要となってきま
した。足立区ではこのような課題を解決するた
めに外部委員や区の管理職を交えて検討した結
果、身寄りのない高齢者が安心して終末期を迎
えられるように、包括的な相談および具体的な
生活支援サービスができる「高齢者あんしん生
活事業」が平成 1 7 年 4 月から区内全域を対象
としてスタートしました。 
◆ 事業の内容 
 区内在住で、契約内容をしっかりと理解でき
る 6 5 歳以上の一人暮らしの方で以下の条件を
満たす方が対象です。 
・支援可能な家族や親族がいない。 
・資産（住居用不動産は除く）が 3 千万円以下。 
・住民税が非課税、または課税所得金額が 1 6 0

万円以下。 
・不動産収入がない。 
・負債がない。 
利用条件に当てはまら
ない方には他の制度を紹介しているそうです。 

◆ 契約準備から契約までの流れ 
①相談を受ける（内容、契約まで流れを説明） 
②面談（申込書、必要書類を持参し面談・審査） 
③公正証書遺言の作成 
④契約（足立区社会福祉協議会と契約） 
⑤預託金振込み（1 週間以内に振り込み） 
 預託金は医療費の 3 ケ月分、施設入所費用、

葬儀代などを含めて 5 2 万円と設定されてい
ます。終了時に残金は返却しています。 

⑥サービス開始 （その他の費用は 5 ページ参照） 
◆ 基本サービス・安心サービスなど 
 月 1 回の電話、半年に 1 回の訪問で様子を伺
います。入院時や施設入居時には預託金に基づ
く保証人に準じた支援を行います。緊急入院し
た際の、指定連絡先への連絡や入院セットのお
届け、入院費用のお支払、入院や、医療説明な
どに同席します。電気、ガス、水道などの休止
手続きも行います。 
◆ 運営体制や取り組み状況と課題 
 職員の体制は常勤職員 9 名、非常勤職員 1 名
で土日祝日、夜間も携帯電話で対応しています。 
新規契約件数は 1 0 年間で 6 5 件です。死亡や
後見制度への移行などで解約した人は 1 9 人で
す。まだまだ利用者は少ないので社会福祉協議
会の職員だけで対応できていますが、今後の課
題として利用人数が増えたら体制整備や公費の
導入について国による制度や仕組みの創設が必
要になるとのことでした。 
◆ 事業による効果や成果 
 ①公共的組織で継続性があるため、長期継続
的に対応できる。②これまで築いてきた行政や
関係機関および専門職などのネットワークを使
い連携協働性を発揮できる。③地域福祉権利擁
護事業や成年後見制度を切れ目なく支援でき、
持続的な支援体制を図っていくことができる。 

以上のようにこの事業の効果や成果はたくさ
んあるようです。今後、他の自治体もぜひ検討
して欲しいと思いました。（Ｙ） 

特集 電話相談から見えたシニアの悩み 

         権利擁護センター・あだちの活動 
   ～自治体独自の身元保証に準じた取り組み～ 
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  シニアライフコーディネーター  井上 博司 

 
 

 

 
 
◆ 立ちあげまで 

早いもので、第９回シニアライフコーディネ
ーター養成講座を修了してから、１年あまりが
過ぎました。その後は、事務局の皆さまのご助
言もいただき、せっかく得た知識や人のつなが
りを生かし、今後の活動につなげる方法はない
かと９期生の間で話し合いを重ねました。 

その結果、西野雅也、武田厚子、寺迫充枝、
井上博司の４名を世話役として、自己研鑽およ
び会員相互の親睦を図るとともに、協会設立の
趣旨に沿ったグループ活動を推進するため、９
期生として行動を開始することといたしました。 
◆ 会場は協会事務所でスタート 

第１回ミーティングは、5 月 2 0 日(金)1 3 時
から協会事務所で開催し、種々の意見交換を行
いました。その場で以下のことが決まりました。 
①原則として１回１テーマで講師を決め例会を

開催し、講師にお話をしていただく。 
②当初はメンバーの中から講師役を割り当てる

が、講師を外部の方に依頼することもある。 
③例会は、講師の一方的な話ではなく、それを

きっかけにした自由な意見交換の場とする。 
④例会の開催場所は、会場確保のしやすさや経

費面も考慮し協会事務所を借用させてもらう。 
⑤活動の場は室内に限らず、時には戸外での散 
 策などの企画も考える。 
⑥例会の開催日は、サイクルを固定した方が 

メンバーがスケジュー調整しやすいので、原 
則として毎月第二水曜日の 1 3 時からとする。 

 

 
 
◆ 会の名称は「二水会」に決定 

世話役以外に、立ち上げに参加して下さった 
のは、今田加吉、遠山 晃、岸 和夫、牧田二
三世、清水端浩二の皆さんですが、会としては、
メンバーを９期生に固定するつもりはなく、広
く外部からご参加くださる方も歓迎します。 

会の名称については、数か月頭を悩ませまし
たが、結局、開催日を分かりやすく表す「二水
会（にすいかい）」に決まりました。広く参加者
を募る意味でも、よい命名だったと思います。 
◆  例会の内容 

６月から講話＋意見交換というスタイルでの
例会を開始しました。各回のテーマと講師は次
のとおりです。 
・６月『祭祀承継について～墓地埋葬等に関す

る法律にも触れて』／西野雅也 
・７月『認知症について知る』／武田厚子 
・８月（お盆でお休み） 
・９月『トラウマ（P T S D)について』／寺迫充枝 
・1 0 月『ライフプランについて』／遠山 晃 
・1 1 月『成年後見制度における現代的問題』

／井上博司 
・1 2 月（忘年会） 
・１月（予定：特に講師を決めず、新年の抱負

を語り合う）。 
 毎回の講師は、丁寧に資料を作成してこられ、
出席者も、ただ話を聞くのではなく積極的に質
問をされるので、予定の２時間は、あっという
間に終わる感じです。毎回話に夢中になってし
まうぐらい充実した時間になっています。ご興
味のある方は是非ご参加ください。 
◆ 今後に向けて 
 今まではメンバーのそれぞれの得意分野をお
互いに講師となって話し合いましたが、今後は 
共通のテーマを決めて意見交換したり、協会会
員の中から講師をお願いすることも考えていま
す。「二水会」が継続して活動できるように、さ
まざまな企画を考えていきたいと思っています。 

グループ活動紹介               
「二水会」を立ちあげて 
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◆ 引越しの連続でした 
高度成長期の転勤族の専業主婦として日立市

～大分県～富山県～苫小牧～沖縄～茅ヶ崎～東
京と北から南まで、日本海・太平洋側と各地の風
土を体感してきました。 

住み慣れた東京生活 3 0 年に別れを告げ、２人
の故郷成田市に移り、終活生活に入って丸 2 年に
なります。主人が脳梗塞により認知症が進んだた
めに決断した結論は正解でしたが、8 0 歳を過ぎ
ての引越しは、体に負担がかかりすぎると実感し
ました。転居は、余力のある 7 0 代が、ぎりぎり
の選択です。 

◆ クラウドファンディングで商品化 
最近の発明は、意匠登録 1 4 2 4 8 2 3 号「保温

保冷パッド」の保温パッドが、５年越しの試行錯
誤を繰り返し、クラウドファンディングでサポー
ターを募集し商品化に至りました。 

冷暖設定温度を抑えて節電、ＣＯ２の排出量を
減らし過剰な暖房を抑制し、室温 2 0 ℃で快適に
過ごせるライフスタイルが注目されています。今、
クールビズとウォームビズが盛んに提唱された
ことで、社会に貢献できる商品として世界にアピ
ールできると自負し期待しています。 

◆ 肩かけ ほっとインナー 
男女共用のフリーサイズでわずか 6 5 ｇ。世界

が注目する山本化学工業の最先端素材 T i- α の出
会いにより実現した【肩かけ ほっとインナー】
と名付けアマゾンで売り出しました。(来夏には同
じデザインで保冷クールビズの「肩かけ クール
インナー」として試作済) インドでは 4 0 ℃の気
温に死者が出るニュースもあり、他国の話では済
まされない気候変動の時代です。 
 
 
 
 
 
 

◆ NHK  Ｅテレビ取材 
このたび NHK  E テレ番組「団塊スタイル」か

ら取材を受け、下記の通り放送されました。1 1
月 1 1 日(金)・1 8 日(金) 再放送・海外プレミア
ム放送配信され大変な反響を頂きました。クラウ
ドファンディングによって商品化された「肩かけ 
ほっとインナー」について取り上げられました。
現代のネット社会では、店を開きたい、本を出し
たい、ものづくりを実現したい等々が、クラウド
ファンディングによって実現可能な時代となり
ました。【こんな商品が欲しかったのです】【さが
していたのです】との声がありました。 

◆ 自分がほしいものが発明につながる 
元はといえば、何よりも自分が１番必要とした

物を、自らの手で創りだしたことから始まりまし
た。それが多くの人々に共鳴され、重宝していた
だける。そして少しでも人様のお役に立てる、そ
れは何よりの生き甲斐です。 

老々介護の毎日にも、糧になって日々の支えと
なっています。時間をさいて成田市の介護支援傾
聴という立場でボランティアをしています。いず
れ行く道と、身近に接し日頃の健康をしみじみと
感じております。 

エジソンは【Ⅰ％のひらめきと９９％の汗】と
言っておりますが、諦めないでコツコツと続けて
いけば必ず形となって現れることでしょう。 

南カリフォルニア大学のデビット・ピーターソ
ン博士の「年をとることは、年齢を増やすことだ
けではない。年齢に新しい人生を加えていくこと
である」という、この言葉をかみしめ、座右の銘
として、生涯喜びを見出せる日々を過ごしたいも
のです。 

個人活動紹介 

 発明主婦のアイディアで生涯現役 81 歳 
シニアライフアドバイザー 小川 信子 
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◆ アドラー心理学とは 
 数年前から「アドラー心理学」が注目されて
いますが、『嫌われる勇気』がベストセラーにな
ったことで広く知られるようになりました。本
書は、フロイト、ユングと並び「心理学の三巨
頭」と称されるアルフレッド・アドラーの思想
を「青年と哲人の対話篇」という物語形式を用
いてまとめた一冊です。アドラーはオーストリ
アの精神科医で、2 0 世紀初頭に「個人心理学」
を提唱しましたが、わが国では現在「アドラー
心理学｣と呼ぶことが一般的になっています。 

アドラー心理学は、目的論、認知論、対人関
係論などを基本理論とし、「どうすれば人は幸せ
に生きることができるか」という哲学的な問い
に、極めてシンプルかつ具体的な答えを提示し
ており、勇気の心理学とも言われています。 
◆ なぜ今の時代に必要とされるのか 
 ストレス社会と言われる現代、閉塞感を打破
し、生きにくさを解消するヒントとしてアドラ
ー心理学が見直されています。空気の読みすぎ
や人に合わせ過ぎてきた結果、自分の人生を貫
けない人が増えています。そんな中で、「あなた
は自分の人生を生きていい」と言われると勇気
をもらえるのだと思います。 
◆ 「嫌われる勇気」とは 
 著者によると、「嫌われる勇気」とは嫌われる
ことを願うことではなく、「嫌われることを怖れ
るな」ということです。誰からも嫌われたくな
ければ、他者の視線を気にして、他者の顔色を
窺いながら、他者の望みを叶えるように生きる
こと。それは自分に嘘をつき、周囲の人々に対
しても嘘をつき続ける生き方です。自分の軸を
見極め、その価値観に合った言動を心掛けるこ
とが大切になります。 
◆ 幸福とは何か 
 本著では、「幸福とは貢献度である」。そこで
の貢献は目に見える形でなくてもかまわない。          
「誰かの役に立っている」という主観的な感覚 

 

であればいいし、他者からの承認はいらない。
あなたは「変われない」のではなく、「変わらな
い」という決断を常に行っているだけなのです。
「私は共同体にとって有益である」｢私は誰かの
役に立っている｣という思いだけが、自らに価値
があることを実感させてくれるし、自分には価
値があると思えたときにだけ勇気を持てるので
す。とアドラーは述べています。 
◆ 今日からできること 
①怒りの感情から自由になる 
 アドラー心理学では、「怒りにかられて大声を
出す」のではなく、「大声を出すために怒った」
と考えます。大声を出すことで相手を屈服させ、
自分の言うことをきかせる。つまり感情や力を
使うコミュニケーションです。「人間の悩みは、
すべて対人関係の悩みである」とアドラーは断
言しています。良い対人関係を築くためにも、
怒りではなく、まずは言葉でお願いしたり、説
明することを心掛けたいものです。 
②「いま、ここ」に生きる 
 アドラー心理学では、人生とはいまこの瞬間
をクルクルとダンスするように生きる、連続す
る刹那。「いま、ここ」が充実していればそれで
いい。計画的な人生など不可能。と考えます。
我々は今日を生きるというよりは、過去と未来
のことで頭が一杯ではないでしょうか。人間は
過去の事を思えば後悔するし、未来を思えば不
安になります。明日は来るかもしれないし、来
ないかもしれません。そうであれば、今日とい
う日を、今日という日のためにだけに使って生
きる。あなたが決めるのは「いま、ここ」です。 
 出典：「嫌われる勇気」岸見一郎・古賀史健(著)     

ビバシニア講座 

       アドラー心理学をひもとく 
シニアライフアドバイザー  横田 裕久 
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◆ 戦時中の標語 

終戦の時、私は旧制の京都府立福知山高等女
学校の１年生でした。８月１５日、ラジオから
流れた昭和天皇の重々しいお声が今も耳に残っ
ています。その後、自分自身「戦争犯罪人では？」
と子供ながらに思い、姉と教会へ通った時期も
ありました。 

今では「欲しがりません。勝つまでは」「鬼畜
米英」「撃ちてし止まん」などの標語が懐かしく
思い出されます。「今日も学校に行けるのは兵隊
さんのおかげです」と歌っていた記憶もありま
す。戦争中の国民学校５年生の頃から、勉強は
二の次で近隣の農家の手伝いに行ったり、防空
壕堀りなどの勤労奉仕に明け暮れていました。
当然修学旅行などはなく、とうとう一度も経験
しませんでした。 
◆ 戦争中の食糧不足 

当時の食糧事情はことの外悪くて、大豆かす
やさつま芋の茎なども食べました。道の両側に
南瓜やさつま芋を育てましたが、収穫して食べ
た記憶はありません。育ち盛りから成人になる
まで食糧不足は続きました。 

父は市役所から福知山にあった 2 0 連隊の物
資集積所に移ったので、たまに乾パンなど持っ
て帰ってくれたので、油で揚げ砂糖をふりかけ
ていただくのが最高のおやつでした。 
◆ 親族の戦争体験 

大正６年生まれの叔父は、当然のように陸軍
士官学校を出てすぐ、２０連隊からフィリピン
のバターン半島コレヒドール大作戦で戦死、少
尉から大尉になって人生は終わりました。 

大正 1 3 年生まれの兄は旧制の福知山中学校
在学当時教官に「将来何になりたいか」と聞か
れ、「工学博士になりたい」と答えたら「馬鹿者！」
と怒鳴られたと言っていました。それで海兵を
受けて落ちてしまい、1 0 0 人に１人の合格率の
[拓南塾]は受かり、養成後、台北からハノイに 
配属され現地召集されました。 

 
 
 

昭和 2 1 年に着の身、着のままで復員しました。 
復員した兄は通信教育を受けたり、次々本を貪
り読んで勉強していましたが、一時体調を損な
ったため、腰掛けで入った会社に収まりました。 
◆ 戦争中の教育現場 

昭和２年１月生まれの姉は昭子と名付けられ
ました。来年早々９０歳になります。学徒動員
に駆り出されないように、小学校教員養成所を
出て私が小学６年の時、同じ小学校の教師とし
て赴任してきました。 

戦争中に使った教科書は新聞紙を折り畳んだ
粗末なものでしたが、至る所に墨を塗って使い
ました。戦争中は英語が禁止され、英語の授業
がなかった学校がほとんどのようでしたが、私
は少し教わることができました。バイオリンは
提琴、野球のストライクは「よし」と言わなけ
ればならなかった時代でした。 
◆ 主人の思い出 

昭和 2 3 年に男女共学になり、中学校と女学
校が合併して福知山高校になりました。その後、
管弦楽部で共にバイオリンを弾いていた１年先
輩の同窓生と昭和 3 2 年に結婚しました。 

夫は２６年後にスキルス性の癌であっという
間に亡くなってしまいました。彼はアマチュア
オーケストラでずっと趣味として弾き続けてい
たので、今も年 2 回の演奏会があるのでそれを
聴きに行くのが何よりの供養となっています。 

兄や姉や従兄弟の戦争中の様々な人生を顧み
ると、私は空襲、戦災、疎開などを経験しない
で済んで戦後７０年も経って、ここまで元気で
長生きできたことに感慨ひとしおです。 

    リレーエッセー 戦争体験を語り継ぐ 

        ～～私の戦争体験～～ 
シニアライフアドバイザー  松本貞子 
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＜１２月のビバシニア講座＞ 
日時：平成 2 8 年 1 2 月 1 0 日 1 3 ：3 0 ～1 4 ：5 0  
会場：新宿消費者センター 分館 会議室 
講演内容：「健康で美しく年を重ねる秘訣」 
講師：朝倉 匠子氏 
＜講師プロフィール＞ 

学生時代よりコマーシャルモデルとして活躍、
その後テレビ司会、経済インタビューアーとして
活躍したのち渡米、1 0 年間メディア活動を休止。
その間にカリフォルニア大学で「ＮＰＯマネジメ
ント」および「ジェロントロジー（加齢学）」を
学び、「エイジング・スペシャリスト」として再びメ
ディア活動に復帰。「能動的・精神的・美的加齢
法」をベースに医療や心理学、社会学など最先端
情報と連携し、共に年齢を積み重ねることの楽し
さ、自信、そして若々しさや 美しさを育てる「ア
クティブ・エイジング」を提唱する活動や講演を
さまざまなメディアを通して行っています。 

 
また最近では、それに加えて中高年女性の新し

いライフスタイルの提案にも積極的に取り組ん
でいます。 
＜講座内容＞ 

２０代にテレビで活躍していた話や、とくにカ
リフォルニア大学で「ジェロントロジー（加齢学）」
を学び、「エイジング・スペシャリスト」として
加齢についての説明や、本人がガンになって鬱に
なった話、そしてガン
患者のための専門カウ
ンセリングを受けて立
ち直った話など内容は
豊富でした。還暦を迎
えてなお美しく活動を
している朝倉さんの生
き方が、私たちを元気
にしてくれました。 
（講座参加者は３２名でした） 

 

＜１０期生との交流会＞ 
 朝倉 匠子氏の「ビバシニア講座」終了後のＳ
ＬＣ認定証授与式では、２０名の方に、佐藤理事
長からＳＬＣ認定証が授与されました。 
授与式の後、協会理事による協会の主な事業紹介
がありました。 
・相談事業（電話相談・対面相談） 
・福祉サービス第三者評価事業 
・生活支援事業（新規事業） 
１０期生との話し合いでは、全員にこれからの感
想などを話していただきました。 

協会の事業活動紹介の終了後、「清龍」での懇
親会には１９名が参加され、大変盛り上がりまし
た。受講者からは「今までいろいろな講座を受講
してきたが、今回のＳＬＣ養成講座がいちばん良
かった」、また「素晴らしい仲間との縁ができた
ことも収穫になった」などの話も出て、養成講座
を続けてきてよかったと思いました。 

また、今回も新たに６名の方が入会申込みをさ
れ、1 1 /2 6 （土）の入会者 1 1 名と合わせて、
計 1 7 名の方が入会申し込みをされました。(Ｓ) 

協会からの報告 

  ビバシニア講座＆１０期生との交流会 
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● S MA R T  F IT  A C T A C T  スタンドペンケース 
上からとんと押すだけで、ペンスタンドに。 
 
 
 
 
 
 
 
● どこでも張り付く魔法のふせん  

"magnetic  notes" 
一見普通に見えますが、画期的な“ ふせん”

です！magnetic  NOT E S  は、独自の特許取得
済み技術を応用した特殊な静電ポリプロピレン
フィルム製品で、ほとんどの素材に吸い寄せら
れるように張り付きます。木材、プラスチック、
ガラス、紙、金属、レンガ、コルク、革、布な
どほぼ全ての表面に張り付けることが可能です。 
 
 
 
 
 
● イチョウ（銀杏）付箋 

鮮やかなイエローの付箋。大小 2 サイズあり
ます。まるで枝から
葉を取るようには
がしてお使いくだ
さい！ 

 
● クリップ 
 楽しい形がいろいろ！ 
 

● 消しゴム 
 鉛筆をちょっとお洒落に楽しくする帽子の消
しゴム！ おしゃれなシルクハット、インディ
ー・ジョーンズが被っていたフェドーラ、イギ
リス紳士の必需品ボーラーハット、エドワード
8 世がドイツから持ち帰り流行したホンブルグ
ハットの 4 つがセットになっています。 
 
 
 
 
 
 
C ONV E R S E ス
ニーカーのミニ
チ ュ ア 消 し ゴ
ム！細かいとこ
ろまで作られて
いて、使うのがも
ったいない！！ 
 
● メモ帳 

リンゴと洋梨のメモ帳セットです。美味しそ
うなメモ帳に思わずにっこり。可愛いりんごと
洋梨を立体的に表現したおしゃれなメモ帳です。
★一枚ずつち
ぎってみると、
そこにはりん
ごと洋なしそ
れぞれの断面
が描かれてい
ます♪ 
● 日本刀鉛筆 

織田信長や真田幸村など、有名で人気のある
武将の刀をモチーフに
した鉛筆とキャップの
二本セットです。削る
のがもったいない！ 

耳より情報 
便利で楽しい文房具を使ってみませんか！ 
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★第 1 0 回シニアライフコーディネーター養成講座終了 
平成 2 8 年 9 月 1 7 日（土）～1 1 月 2 6 日（土）

の隔週土曜の 6 日間、「第 1 0 回シニアライフコ
ーディネーター養成講座」が開催されました。 

今回のＳＬＣ養成講座の受講者は 5 0 名（新規
受講２８名）でしたが、最終日は 4 3 名が出席し、
修了者は、最終日時点で 3 3 名（但し理事は除く）
が、佐藤理事長から修了証書が授与されました。 

また、皆勤賞は 2 3 名で、佐藤理事長から手作
りの“ 紅葉のしおり” を受けとりました。 

最終日に入会者が 1 1 名、1 2 月 1 0 日のビバ
シニア講座＆認定証授与式の日には 6 名が入会、
合計 1 7 名の方が入会申し込みをしました。 

ＳＬＣ認定証授与者は 3 3 名です。新規修了者
が幹事となって、これから「１０期生の会」を立
ち上げることになったことも朗報です。 
★理事長が目黒区で講演 
 1 2 月８日に目黒区の地域包括支援センターか
らの依頼で、終活講座「元気なうちの準備が大切」
の講師として講演しました。目黒区民３０名募集
は１日で定員に達したそうです。講座内容はひと
り暮らしの準備、成年後見制度、相続・遺言、エ
ンディングノートなどについて終活準備のアド
バイスをした講座でした。 
★自主活動グループに参加しませんか？ 
 協会には、各地域に２２の自主活動グループが
あります。それぞれ地域で活動していますので、
興味のあるグループに体験見学をお勧めします。
事務所では「グリーンふれあいサロン」を第１・
第３の木曜日１０：3 0
～1 5 ：0 0 まで開催し
ています。 

事務所見学を兼ねて
お出かけください。 
 
 
 
 

 
★「ビバシニアノート」好評販売中 
“ 1 0 0 まで輝いて生きる” をテーマに、今後の
人生の目標を書き込んで自分だけのノートに作
り上げてください。終活を考えている方に是非参
考にしていただきたい冊子です。 
ご両親、ご親戚へのプレゼントにも好評です。 
（お申し込みはホームページまたは事務局へ） 
A ４判 5 2 ページ 頒価１部 5 0 0 円（送料別） 
★堀江菜穂子さんの詩集「さくらのこえ」 
 脳性まひの菜穂子さんの詩集は、当協会が制 
作・販売を担当して、全国から申し込みがあり、 
１２月末までに３,0 0 0 冊以上販売いたしました。 
残り少なくなりましたが、増刷を予定しています。 
申し込みはホームページまたは協会事務所へ。 
（0 3 - 3 4 9 5 - 4 2 8 3 ） 
★シニアのいきいき生活を応援する講師派遣 

当協会は、シニアのいきいき生活を応援する講
座の講師依頼を受けております。また公民館等行
政からの「セミナー・講座」の企画についてのご
相談を受けています。 
詳細は事務局へお問い合わせください。 
＜広報誌「ビバシニア」の広告を募集します＞ 
・主な配布先：会員、シニア関係団体、首都圏行
政の高齢者支援部署、マスコミ誌生活・家庭関連
部署、ミニコミ誌等・発行部数：4 ,0 0 0 部 
・発行：４月、８月、1 2 月（年３回） 
・広告料 

①１ページ全枠 1 0 0 ,0 0 0 円   
②1 /2 ページ   5 0 ,0 0 0 円  
③1 /8 ページ   1 0 ,0 0 0 円 
（ご依頼によりデザイン制作を承ります 
 

 
 

協会だより＜最近の協会の活動と協会事業等＞ 

① 

② 
③ 

＜編集後記＞ 
電話相談から浮かび上がった身元保証人の問

題を特集するに当たり、資料を取り寄せたり足
立区に取材に行ったりして独自のページ作りが
でき、編集者としてやりがいを感じました。 

山下由喜子、佐藤昌子、中村和宣  
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ＮＰＯ法人化１０周年記念誌 
ビバシニアノート好評発売中 

堀江菜穂子さんのこころの詩集 
残り少なくなりました（増刷予定） 

 

脳性麻痺により体に重い障がいを持ちながら、それ
だからこそ一日一日を大切に生きる 堀江 菜穂子 
さんが、日々の生活の中で感じた喜びや生きること
の意味を詩に綴りました。是非多くの皆さまにお届
けしたいとの願いをもって発行しました。 

（発行日 ： 2 0 1 5  年 6  月 3 0  日） 
0 1 5  年 ４ 月 2 5  日 朝日新聞・夕刊（関西地区版・社

会面）、7  月 2 9  日 同新聞・夕刊（関東地区版・社会面）

で紹介されました。     菜穂子さんの直筆です 

頒布価格：１冊５００円（税込） 
お申し込み・詳細は協会事務所へ 
ＴＥＬ：0 3 - 3 4 9 5 - 4 2 8 3  

頒布価格：１冊５００円（税込） 
お申し込み・詳細は協会事務所へ 
ＴＥＬ：0 3 - 3 4 9 5 - 4 2 8 3  
ホームページからもお申し込みが出来ます 

１００歳まで輝いて生きるためのヒントがいっぱい 
お手元に置いて生きる活力となる冊子です。 
このノートはシニアの皆さんのためだけでなく、若
い世代の皆さんには、自分の過去と未来を見つめな
おして、新しい自分発見の参考にしていただけるも
のと確信しています。 

（2 0 1 3  年 6  月 2 7  日、読売新聞 で 紹介されました） 



  

 ＜常設電話相談＞ 

「シニア何でも電話相談」 

月曜日～金曜日１１時～１５時  

０３－３４９５－４２８３ 
団塊の世代や中高年が直面している諸問題について、 
シニア問 題の専門家が電話で丁寧に対応いたします。 
ひとりで悩まないでお電話ください。 
 

 

 

 

NPO法人 関東シニアライフアドバイザー協会 
◆面接相談もあります：専門家がご相談を受けます（有料） 
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